
見附市空家等の適正管理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号。以下「法」という。）に規定する対策その他本市における空家等に係る

対策を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 市民等 市内に居住する者及び市内に建物その他の工作物、土地及び立

木を有する者並びに市内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。 

（２） 所有者等 所有者、占有者、相続人その他の当該空家等を管理すべき者

をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法における用語

の意義による。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないように、自らの責任において適切な管理をしなければならない。 

（当事者間における解決の原則） 

第４条 空家等に関して生じた問題は、当該問題の当事者間において解決すること

を原則とする 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに

市にその情報を提供することに努めるものとする。 

２ 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情

報に基づき市が実施する必要な措置に協力するものとする。 

（市の責務） 

第６条 市は、国及び県の機関、警察署その他の関係機関（以下「関係機関」とい

う。）、町内会等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民の意識の啓発を行



うほか、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。 

（特定空家等に係る通知） 

第７条 市長は、空家等が市長が別に定める特定空家等の基準に該当すると認める

ときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。 

２ 市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、前

項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を当該特定空家等の所有者

等に通知するものとする。 

（緊急安全措置） 

第８条 市長は、特定空家等に関し緊急に危険を回避する必要があると認めるとき

は、当該特定空家等について、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するため

に必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。この場合において、市長

は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等から徴収するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による所有者等の同意を得られなかった特定空家等につい

て、当該特定空家等をそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態が急迫しており、直ちに市民等に重大な危害を及ぼすおそれがある場

合で、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、最も適切な方法により

当該危険を回避するための必要最低限度の措置を行うことができる。この場合に

おいて、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等に請求するも

のとする。 

（管理人の選任） 

第９条 市長は、特定空家等の所有者等が民法（明治２９年法律第８９号）第２５

条第１項に規定する不在者である場合であって、この条例の目的を達成するため

に必要があると認めるときは、当該特定空家等について、同項又は同法第２６条

の規定により、財産の管理人の選任に必要な手続を行うことができる。同法第２

５条第２項に規定する手続も同様とする。 

２ 市長は、特定空家等の相続人のあることが明らかでない場合であって、この条

例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該特定空家等について、

民法第９５２条第１項の規定により、相続財産の管理人の選任に必要な手続を行

うことができる。 



（関係機関との連携） 

第１０条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めると

きは、本市の区域を管轄する関係機関に必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 


